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令和４年第６回美祢市農業委員会総会議事録 

 

１ 日     時    令和４年  ６月  １５日（水） 午後２時   

 

２ 場     所    美祢市民会館 ２階 大会議室 

 

３ 出席農業委員     議長 山本 正二        

２番 井町 哲        ３番 村上 浩一       ４番 縄田 善博               

６番 安部 好惠       ７番 俵  薰        ８番 中嶋 誠 

             ９番 石田 健治郎     １０番 萬代 泰生      １１番 伊藤 美和子 

１３番 伊藤 新司      １４番 中野 修       １５番 馬屋原 眞一      

１６番 岸 英法       １７番 武藤 康志      １８番 安冨 法明       

１９番 山本 正二 

 

４ 出席推進委員        嶋田 義文          岩山 澄男          弘中 隆司 

                山縣 正明 

 

５ 欠席農業委員     １番 井上 建夫        ５番 倉増 知        １２番 前田 耕次 

 

６ 欠席推進委員        村中 清美 

 

７ 事  務  局   事務局長 吉村 昌展       副主幹 井村 光敬       主事 小幡 和希              
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事務局 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

午後２時開会 

 

互礼。 

 

それでは只今より令和４年第６回総会を開会いたします。本日の出席委員数は１９名中１６名でございます。よって定数に達して

おりますので本総会は成立していることをご報告いたします。ちなみに欠席委員でございますが、１番井上委員、５番倉増委員、

１２番前田委員、３名でございます。それでは美祢市農業委員会規則第１６条第２項の規定により議事録署名委員を議長の方より

指名をしたいと思いますがよろしいですか。 

（はいの声） 

ありがとうございます。それでは指名をいたします。８番中嶋委員、１４番中野委員、よろしくお願いいたします。 

水がないということで大変な５月の作業になったのではないかと思っております。そういう中で農業委員会のメンバーの中では一

番最後にいつも田植えしております私が、一昨日終わりました。嫁さんに怒られながら代搔きをして直ぐそのまま植えまして、や

っと終わったというところです。水の方はこれから雨が降ればしばらくはどうにかなると思いますけれど、ただ冬に雪等降ってお

りませんので地下に浸透しておりませんので、夏、水が戻ればいいなというふうに今感じているところです。暑くなりますので体

の方は気をつけながら農作業に励んでいただけたらと、農業委員会活動の方も同時に一緒にやっていただけたらと思っております。

そのくらいにしまして、議事に入りたいと思います。 

それでは議事順位第１議案第１号農地法第３条の規定による許可申請についてを議題といたします。事務局より議案の朗読並びに

説明をお願いします。 

 

１件朗読。 

１件目。権利については所有権の移転です。土地については記載の通りです。農地中間管理機構の農地売買事業を実施して申請地

を買い受けるものです。まず第１号の全部効率利用要件についてですが、自作地、借り受け地について、適正に耕作されています。

第２号で禁止されている農地所有適格法人以外の法人の取得ではありません。第３号で禁止されている信託の引き受けによる取得

ではございません。第４号の農作業常時従事要件ですが、譲受人の農作業を行う日数は、基準を満たしております。第５号の下限

面積要件は当市の１０００㎡以上の要件を満たしております。第６号の転貸禁止要件に該当しません。最後に第７号の周辺農地の

利用に支障はないものと考えます。以上の通り農地法第３条第２項の各号許可要件の全てを満たしていると考えます。 

以上でございます。ご審議の程よろしくお願いします。 
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議長 

 

石田委員 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

岩山推進委員 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

議長 

 

 

ありがとうございます。それでは現地調査をされました委員の報告をお願いします。 

 

９番の石田でございます。６月７日、山本会長それから事務局員、地元推進委員それから中嶋委員と石田で現地調査を行いました。

３条案件ですけども、申請場所、購入される田んぼの絵がそこにでております、●●●●というとこです。３条ですので全部耕作

要件ということで、ここにある地図からすると左上側の方に道がありますけれど、●●●●●●からこの申請地の方向に●●●●

くらいいったところに●●●●ですか、●●●●●●があります。その前の道、向こう側に入る山地があります。その道を●●●

くらい行った所に地主さんのご自宅があり、その道沿いに畑地があります。この畑地の耕作管理状況を確認いたしました。カボチ

ャやじゃがいもやらその他いろいろと植えてありまして適正に耕作管理されているというふうにみました。特に問題はないという

ふうに思います。以上です。 

 

はい、ありがとうございます。地元委員より補足説明ございましたらお願いします。 

 

大田推進委員の岩山です。当日先程石田委員が言われた通り、何ら問題はないと思っております。審議の程よろしくお願いします。 

 

はい、ありがとうございます。ちょっと補足しておきますけれど、あまり関係ないかもわかりませんけれど、●●●●自体、移譲

年金をお父さんが受けておられます。農業者年金を。その為、定期的に年金の方のチェックが入っておりまして耕作管理ができて

おらなかったらそちらの方も駄目になるんできちんとしているようなことを言っておられましたんで間違いなくやっておられると

いうふうに思っております。 

委員の皆さんで何かご意見等ございましたらお願いいたします。 

よろしかったら採決に移りたいと思います。 

議案第１号につきまして原案の通り決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

 

挙手 

 

はい、ありがとうございます。全員賛成。よって議案第１号は原案の通り決定をいたします。 

それでは続きまして議事順位第２ 議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請についてを議題といたします。事務局より議

案の朗読並びに説明をお願いします。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５件朗読。 

説明に入る前に１件ほどお知らせをします。４条および５条の議案の中に職業欄を記載していましたが、農地等の転用関係手続の

簡素化を図るために農地法施工規則が一部改正され、申請書の職業を記載する欄が削除されましたので、この度から議案の中に職

業欄を記載していません。 

それでは農地法第５条許可申請５件について説明いたします。 

１件目。申請者は●●に居住する個人です。申請地は●●●●●●●●●●の位置にある公共投資の対象となっていない小団地の

第２種農地です。隣接地で飲食店を開業するにあたり、駐車場６台分を設置するものです。この案件については、農地法第５条第

２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

２件目、３件目ですが、すみません。議案の方に農地区分２となっていますが、正しくは第３種農地ですので３になります。申し

訳ありません。 

２件目。申請者は市内に●●する個人です。申請地は●●●●●●●●●●●●●の位置にある農地法施行規則第４３条第２号に

該当する。●●●からおおむね３００ｍ以内にある第３種農地です。現在●●に駐車場用地はなく、行事の際には付近の施設の駐

車場を借りている状態であり、慢性的に駐車場が不足しているため申請地を取得し駐車場１３台分を設置するものです。この案件

については農地法第５条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

３件目。申請者は●●に事務所をおく宗教法人です。申請地は●●●●●●●●●●●●●●の位置にある農地法施工規則第４３

条第２号に該当する出張所からおおむね３００ｍ以内にある第３種農地です。現在は里道を通りお寺に出入りしている状況であり、

里道では幅が狭く車の出入りが困難なため申請地の一部に進入路を設置し、併せて通行地役権を設定するものです。地役権とは特

定の土地の利便性を高めるため、土地を利用できる権利です。例えば両者でここを通っていいですよというようなお話になってい

てもその土地の所有者が変われば、もう通らせてもらえない可能性が出てくるため地役権を登記し新しい所有者に対しても地役権

の主張ができるようになります。この為に今回登記目的で申請が出されております。また、この件について平成１７年頃に農地法

の許可を得ることなく進入路として利用されています。このことに対するお詫びと今後農地法を遵守する旨の始末書が提出されて

います。この案件については農地法第５条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

４件目。申請者は市内に事務所をおく宗教法人です。申請地は●●●●●●●●●●●●●●●●●の位置にある公共投資の対象

になっていない、小団地の第２種農地です。●●●●●の駐車場がないため申請地を取得し、駐車場１７台分、通路を設置するも

のです。また、この件について平成１５年頃に農地法の許可を得ることなく、一部通路が設置されています。このことに対するお

詫びと今後農地法を遵守する旨の始末書が提出されています。この案件については農地法第５条第２項各号に該当しないため、許

可要件のすべてを満たしていると考えます。 
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議長 

 

中嶋委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

嶋田推進委員 

 

５件目。申請者は●●に居住する個人です。申請地は●●●●●●●●●●●●●●●の位置にある公共投資の対象となっていな

い小団地の第２種農地です。実家近くの申請地を譲り受け自己用住宅を設置するものです。この案件については農地法第５条第２

項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

はい、ありがとうございます。それでは現地調査をされました委員の報告をお願いします。 

 

８番中嶋です。１番の●●の件ですが、●●●●国道あがりまして●●●●さんを過ぎまして●●の民家の方に右に折れまして、

ちょうど●●●さんの真隣でございます。近く民家が空家になっていましてこれが譲り受けられて●●●●ご夫婦が●●●●●を

オープンしたいということでその隣の畑を専用の駐車場にしたいということで問題はないと思います。 

続けて２番の●●さんのお寺の●●●さんですが、●●●●●●のちょうど真裏約●●ｍくらいの所に●●がございまして、今ま

で全く駐車場がなくて、なんかあるときは近くの児童公園に停めていただいてそれでも間に合わないときは●●●●●●の方に停

めて歩いて行ったと。この度、念願の自分の駐車場を確保したいということで話がまとまりまして駐車場を設置することができそ

うだということでございます。問題はないと思っております。それに附随して進入路が無断転用をずっと１７、８年前からされて

まして、私たちも行って、会長さんもちょっとこれはおかしいなと、そこでずいぶん論議されたんですが、悪意もなくただよくわ

からなかったということで始末書等が出ているそうです。問題はないかと思っております。４番目の●●のですが美東病院過ぎま

して左側●●●を●●●●の方に入る道がございまして、●●が２件続いてあるわけですが手前の方の●●でございます。ちょう

ど●●の真上を高速道路が通ってまして、この通路というのは平成１５年頃、この高速道路を作るために県が作った道路でそのま

ま使用をしていたというふうに聞いております。これも問題はないかと思います。５番目の●●●●の●●ですが●●さんという

７０過ぎぐらいの御年配の方の今度お孫さん夫婦がこちらに美祢に帰って来られるそうで、その為の家を建てたいということで土

地を贈与されて新築を建てるというふうに伺っております。周りはとても閑静な１軒家ですね。ぽつんとした１軒家。ちょっと小

高い丘に建てるということで問題はないと思います。以上でございます。 

 

はい、ありがとうございます。それでは地元委員より補足説明ありましたらお願いします。 

 

１番の●●●の●●さんの駐車場の件でございますが、委員のご説明の通りです。この地の前側は道路に面して東側は●●●●の

参道に面しております。北側に隣接の民家が１軒ございますがこの話が確定した時点で●●さんの方からご挨拶に伺うというとい
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弘中推進委員 

 

 

 

岩山推進委員 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

議長 

 

うことでなんら支障はございません。ご審議の程よろしくお願いします。 

 

豊田前町の弘中です。２番と３番を説明させていただきたいと思います。２と３は同じとこです。ようは３の進入路がありまして

２の駐車場に行けるという形になっております。無断転用等がありますが別段なんも問題ないと思います。さっき委員が説明した

通りと思いますのでご審議の程よろしくお願いします。 

 

大田推進委員の岩山です。４番ですが●●●の裏山、まぁそこにある畑です。その上はまた●の自動車道ということで何ら近隣の

方に迷惑がかかるようなことはございません。審議の程よろしくお願いします。 

 

５番欠席のようなので、４ヶ月くらい前に除外申請が出た案件でございます。実際にその時は行って見たらきれいに草が刈ってあ

りましたけれど実際には草っていうより藪は刈らなかったら現況証明でも受け入れが出たようなところでございます。それと上に

１軒ほど家がございますけれど下の方はその続きで竹藪になっております。全然問題はないと思います。報告の通りだというふう

に思っております。 

えーとですね、ひとつほど皆さんにしとかなきゃいけない、私ついて歩いてますよね、ずっと。ひとつあれがあるんですよ、つい

て歩かなければいけない、農地法上で現地調査をするのは農業委員、推進委員を含めて３名以上でしなさいというふうになってい

ます。ときどき推進委員さんの欠席っていいますか、地元委員の推進委員の来られないことがありますので、現地にですね。その

時困りますのでついて歩いとけば一つはいいと。それとやはりここでやるのに皆さんにきちんとしたことがお知らせできるという

ことでついて歩いてます。まぁ余計なこといいましたけれどそういうことでございます。 

委員の皆さんより何かご意見ございましたらお願いいたします。 

よろしいですか。 

（はいの声） 

それでは採決に移りたいと思います。議案第２号につきまして原案の通り決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

 

挙手 

 

はい、ありがとうございます。全員賛成。よって第２号は原案の通り決定をいたします。 

それでは続きまして議事順位第３ 議案第３号 農振法に基づく農用地区域の除外申請についてを議題といたします。事務局より
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事務局 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

石田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案の朗読並びに説明をお願いします。 

 

２件朗読。 

１件目。所在地は●●●●●●●。申請地は●●●●●から●●●●●●●の位置にある農用地区域内農地です。沈砂池・水路を

設置するための農振除外です。 

２件目。所在地は●●●●●●●。申請地は●●●●●●から●●●●●●●の位置にある農用地区域内農地です。携帯電話基地

局を設置するための農振除外です。 

以上でございます。ご審議の程よろしくお願いします。 

 

はい、それでは現地調査をされました委員の報告をお願いします。 

 

９番の石田です。 

場所なんですけども、●●●●●から●●●●●を●●方面に●●●行くと●●のバス停があります。そこから右折して●●●●

●●●を●●方面に 1 ㎞強ぐらい行くとですね、下りるところにつきます。それからそこの道へ下りていくと対象となる水田があ

ります。石灰岩採取に伴う捨石堆石場拡幅ため沈砂池及び水路用地確保が転用目的というふうに記載されておりますけれども、周

辺農地の水路、農道等への悪影響、隣接農地への機械移動等への悪影響はないということですので、農振除外を許可しても問題は

ないというふうに思います。以上です。 

２番目、番号２ですけども申請地の所在ですけども●●●●から●●●を渡り左折し、●方面へ行く道なんですけども●●程度行

くと●●バス停があります。そこから集落方面へ右折して●●沿いを約１㎞くらい行くと●●●●。で●●●●●●●●●という

のがあるんですけどそのちょっと手前のところに岩川新橋という橋がある。橋を渡ってすぐに、向こう側にこの対象となる申請地

があります。ここは民家の隣で宅地と道路に挟まれた畑地です。野菜がいろいろと植えられておりましたけども周辺農地への支障

は全くなく除外申請することに問題はないというふうに思います。 

５－１－７の方は一緒でいいですか。報告。 

今もう説明したような形になるんですけど。一応ここにですね、１６６㎡の畑地の中の４㎡、ここにＧＰＳアンテナコンクリート

柱を設置するんですけど、設置場所はこの４㎡は除外申請地、除外農地の東側端にあたりまして部分転用しても特に問題はないと

いうふうに思っております。以上です。 
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議長 

 

山縣推進委員 

 

大田推進委員 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

委員 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議長 

はい、ありがとうございます。それでは地元委員より補足説明ありましたらお願いします。 

 

推進委員の山縣です。今の石田委員さんの言われたように別段問題はないと思いますのでご審議の程よろしくお願いします。 

 

はい、２番目ですが大田推進委員の岩山と申します。先程石田委員さんが言われた通りであります。なんら問題はないと思ってお

ります。審議の程よろしくお願いします。 

 

はい、ありがとうございます。それでは委員の皆さんより何かご意見等ございましたらお願いします。 

よろしいですか。 

（はいの声） 

特に意見ないようでございますので、議案第３号について採決に移りたいと思います。議案第３号について原案の通り、当番委員

の報告による協議結果を意見として決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

 

挙手 

 

全員賛成。よって議案第３号は協議結果を付して市長の方に送付いたします。 

それでは続きまして議事順位第４ 議案第４号 農用地利用集積計画の決定についてを議題といたします。事務局より議案の朗読

並びに説明をお願いします。 

 

朗読。 

それでは本日配布しております令和４年６月３０日告示 令和４年７月１日開始の農用地利用集積計画をご覧ください。今回全体

で７筆でございます。利用権設定面積が新規と再設定と合計しまして８２３５㎡、貸し手が３名、受け手が３名でございます。内

訳は４ページ目にございます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の要件、農用地の基本構想に適合すること、農用地を効率

的に利用して耕作すること、耕作に必要な農作業に常時従事することの利用計画要件を満たしていると考えます。ご審議の程よろ

しくお願いします。 

 

はい、ありがとうございます。これに関係している地元の委員さんでなにかご意見ございましたらよろしくお願いします。 
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伊藤委員 

 

 

 

 

議長 

 

 

弘中推進委員 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

委員 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

１番は●●ですが伊藤委員、何か聞いておられますか。 

 

これはあれやないですかね。●●●●●●●さんとこが持っている田じゃないですかね。特別私ちょっと耳に入ってなかったけど

も、畑化されて整備しだしたんだなという認識でおったんですけど。ここはもともと農地パトロールの対象になっとるところの一

部の田んぼじゃったと思うんです。ただそれをこの方たちがやっておられるというのはちょっと私今初めて。ピンとこなくてです、

ただ通っている限りあそこ野菜畑みたいなのやりだしちゃったなっていう。まぁちょっとよう確認させてもらいます。 

 

はい、お願いします。 

２番は●●●。 

 

●●さんは今こちらの方におらなくて●●●の方で仕事をされて、実家がこの●●さんの隣にありまして火事で焼けて今誰もいま

せん。その田んぼが荒れているので●●さんが作ると。鹿、猪等が入らない自分の田に、山の手前にありますんで、そこを緩衝地

の目的も兼ねて田を作りたいということでされるそうです。 

 

はい、わかりました。ありがとうございます。３番目●●なんですが、あ、これ●●。営農組合ですからいいです。 

委員の皆さん何かご意見ございませんか。 

ないようでしたら採決に移りたいと思います。議案第４号につきまして原案の通り決定することに賛成の委員の挙手をお願いいた

します。 

 

挙手 

 

はい、ありがとうございます。全員賛成。よって議案第４号は原案の通り決定をいたします。 

それでは続きまして議事順位第５ 報告第１号 農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届についてを事務局より報告事

項の朗読並びに説明をお願いします。 

 

１件朗読 

１件目。所在地は●●●●●●桂坂。申請地は●●●●●●から●●●●●●㎞の位置にある第２種農地です。先程の議案第３号
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石田委員 

 

議長 

 

 

岸委員 

 

馬屋原委員 

 

岸委員 

 

 

議長 

 

石田委員 

 

議長 

 

 

 

 

 

農振除外番号２番と同じ箇所になります。携帯電話基地局を設置する届出です。以上報告いたします。 

 

はい、ありがとうございます。それでは現地調査をされました委員の報告をお願いいたします。 

いいですか？ 

 

さっきした。兼ねてある。 

 

いいですか？よければ、委員の皆さんがよければ別に問題ないんですが。先程の除外申請で出てきた案件でございます。重複しま

すので報告は中止といたします。委員の皆さんでご意見ございましたらお願いいたします。 

 

報告中止じゃなくて先程やったの。兼ねてやったの。 

 

聞いてないだけ自分が。 

 

報告中止じゃなくてさっきの農振除外の時に報告も併せてやってるんで。 

報告中止じゃなくて。 

 

先やっちゃったんですね。すみません。 

 

いいましたけれど。 

 

委員の皆さんより何かご意見ございませんか。 

特に発言ないようでございますので報告第１号を終わらせていただきます。 

それでは続きまして議事順位第６ 報告第２号 農地転用現況証明についてを事務局より報告事項の朗読並びに説明をお願いしま

す。ちょっとそれをする前に私の方から皆さんにお詫びをしておきます。事務局の方の手違いによりまして、１件ほど現地調査の

日に調査ができなかった案件がありまして、急遽井町委員と安部委員に現地調査をお願いした次第でございます。その件について

は井町委員の方から報告がありますので、よろしくお願いいたします。 
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石田委員 
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議長 

 

岩山推進委員 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

２件朗読。 

１件目。申請が１筆。平成１３年に家屋・倉庫を建築した際に倉庫の敷地の一部となり現在に至ります。 

２件目。申請が６筆。３０年以上前から秋芳洞の第３駐車場として利用されて現在に至ります。以上報告いたします。 

 

はい、ありがとうございます。すみませんでした。それでは現地調査をされました委員の報告をお願いいたします。 

 

委員の石田です。１番ですけども、先程３条案件でも説明しましたけども、●●●を渡って●●●●●●の方向に●●●行ったと

ころに道沿いにある家屋の敷地となっております。平成１３年に家屋・倉庫を建築した際に倉庫の敷地の一部となったもので既に

２０年以上経過している。現況証明をすることに問題はないと思います。以上です。 

 

２番の井町です。６月９日に事務局２名と安部委員と私で現地調査を行いました。現地はですね、●●●●●、美祢市の消防署の

●●●●●がございます。その付近に大きな交差点があります。●●●の交差点といいますが、それを●●●に向かって少し行き

ますとトンネルがございます。そのトンネルの入り口の左側にちょっと高いとこですが、駐車場を作っております。この駐車場は

渋滞を避けるために３０年前以上に造成されたものでありまして、今でも駐車場となっております。もうこれは田ではございませ

ん。以上報告いたします。 

 

はい、ありがとうございます。それでは地元委員の補足説明がございましたらお願いいたします。 

 

大田推進委員の岩山ですが、１番、これもですね●●●●●が出来た時に、このあたりの地形が変わっておりまして、私もよく畑

やったか田んぼやったか少ししかようわかりませんが、議長がよくあのあたりのことご存じで問題ないだろうということをおっし

ゃっていたので、何ら問題ないと思っております。よろしくお願いします。 

 

はい、ありがとうございます。そしたらちょっとこの１番の分と駐車場の分について私の方から説明をいたします。１番の●●の

件でございますが、●●●は合併するまで建築確認はございませんでした。確かこの家、全く同じ家だと思うんですが、合併した

当初に一度ここに現地調査で現況証明でいったことがございます。それでまだ今度は空き家になってこの家を処分するっていうこ

とで現況証明が出てきたのではないかなというふうに感じております。空き家で処分するということでございました。それと美祢
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事務局 

 

 

 

 

 

市の件でございますけれど、実はですね、いろいろ私も頭の中には入っておったんですが、いつっていうのがありませんでしたの

で、ちょっと調べてまいりました。実は農地転用の規制の厳格化についてっていうことで改正農地法の中にあります。この改正さ

れたのが平成２１年の８月の国会で改正がされております。これまではですね、行政機関が行政の為に行う農地転用については農

業委員会等への申請、協議等一切いらなかったんです。この時に改正されまして同じ年の１２月１５日より施行をされたのが病院、

学校等公共施設であっても転用については許可は不要であるが、農業委員会と協議をしなければいけないいうふうになっておりま

す。っていうのは、行政がここはいいところやからここに学校建てよう、病院建てようとかいうなか、市の駐車場作ろうとかいう

ようなことについては農業委員会の方がだめだという判断を示せば行政であろうとできないというふうになったところでございま

す。秋芳町の場合はそれよりはるか以前、あの地域が地籍調査を終えた直後ぐらいに駐車場として造成をされたようでございます。

私よう覚えているのはあのトンネルの秋芳洞側の入り口の所の伐採工事を受けられまして、膝をチェーンソーでぶち切りましたの

でよく覚えている所でございます。余談ではございますけど、かなり昔の話でございますので、ただ一つほど、この間から行政の

方にお願いをしておるのですが、転用をして地目を変えてない所をいろんなところで問題がでてくるので早く地目変更はしてくだ

さいっていうふうにお願いをしておった次第でございます。先月総会が終わりまして市長の所に他の案件で申し入れをしに行った

時も同じような話をして帰った次第でございます。そしたら早速このような問題の案件が出てきた、そしてその上、手違いがあり

まして皆さんにはご迷惑をかけたということでございます。以上でございます。もし何かございましたらまた聞いていただけたら

わかる範囲でお答えをいたします。 

委員の皆さんで何かありますか。ありましたら意見等ございましたらお願いいたします。 

ないようでございましたら終わりたいと思いますがよろしいですか。 

（はいの声） 

それでは以上で報告第２号を終わらせていただきます。それでは続きまして議事順位第７ 報告第３号 農地法第６条第１項の規

定による農地所有適格法人報告書についてを事務局より報告事項の朗読並びに説明をお願いします。 

 

朗読。 

今回１３ページ目以降にありますように８件、●●●●●●●●●●●、●●●●●●●、●●●●●●●●、●●●●●●●●、

●●●●●●●●、●●●●●●●●●●、●●●●●●●●●●、●●●●●●●●●●●から提出がありました。提出されま

した報告書の事業の状況、構成員の状況、執行役員の状況等を審査しましたところ、適正でありましたことをご報告申し上げます。

以上でございます。 
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はい、ありがとうございます。只今の報告につきまして意見等ございましたらお願いいたします。 

ないのでございましたら報告第３号を終わらせていただきたいと思いますがよろしいですか。 

（はいの声） 

それでは報告第３号を終わらせていただきます。 

それでは続きまして議事順位第８ 報告第４号 目標及びその達成に向けた活動の点検・評価及び最適化活動の目標設定等につい

てを事務局より報告事項の朗読並びに説明をお願いします。 

 

朗読。 

それでは令和３年度の目標及びその達成に向けた点検評価について説明させていただきます。こちらにつきましては農業振興部会

と協議して取りまとめたものでございます。それでは内容について説明いたします。１ページの方ご覧ください。こちらにつきま

しては令和３年の４月１日現在の状況を記載しております。農林業センサス、耕地及び作付面積統計等に基づいて作成しておりま

す。それでは２ページの方ご覧ください。令和３年度の集積実績につきましては１３８７ha となってります。昨年度に比べて集積

面積の方は５３ha 増加しておりますが、一方で利用権設定等更新されないなどの状況が増えてきております。続きまして３ページ

の新たに農業経営を営もうとする者の参入促進でございます。令和３年度の参入実績につきましては吉松誠一さん、梨の関係で１

名が就農されております。こちらは美祢市担い手育成協議会のもと、新規参入者のあっせんや相談活動を行った結果、１経営体が

就農となったものでございます。それでは４ページの方をご覧ください。遊休農地に関する措置に関する評価です。令和３年度の

解消実績につきましてはマイナス１７．７ha となっております。こちらにつきましては農業従事者の高齢化、後継者不足、有害鳥

獣、経営困難（資材の高騰、米価格の下落等）による離農者が増加したため、新たな遊休農地の発生や再発生が増えたものと考え

ております。違反転用の適正な対応、農地法等の権限に属された事務に関する点検等は以下の通りになっております。続きまして

令和４年度の最適化活動の目標の設定等について説明させていただきます。こちらの方 1 ページの方をご覧ください。こちらにつ

きましては令和４年度の４月１日現在の状況の方を記載しております。こちらについても農林業センサス、耕地及び作付面積統計

等に基づいて作成の方させていただいております。続きまして２ページの方ご覧ください。最適化活動の成果目標でございます。

農地の集積の目標につきましては、引き続きまして平成３０年の２月に作成しました農地等の利用の最適化の推進に係る指針、こ

ちらに基づいて目標の方設定しております。また、課題としては農業従事者の高齢化、後継者不足、有害鳥獣や経営困難による離

農者が増加傾向にある中、新たに認定農業者や認定新規就農者等を確保することが課題であると考えております。続きまして（２）

遊休農地の解消についてでございます。緑区分の遊休農地の解消目標としまして令和３年度の利用状況調査における緑区分の遊休

農地面積５分の１の面積を記載しております。また課題といたしまして担い手不足のほか、農地に無関心な地権者が増加するとと
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もに連絡不通や所在不明等により土地利用の協議が進まない実態が増え始めていることが課題であると考えております。続きまし

て、新規参入の促進については目標面積として過去３年度の権利移動面積の平均の１割以上を記載しております。また課題としま

して新規参入者が地域に就農する場合には、農地、住宅の確保、農業経営を軌道に乗せるまでの資金の確保、営農技術を習得しな

ければならない。就農促進を図るためにも、県、市、農協等連携を強化するための体制づくりや支援体制が課題であると考えてお

ります。続きまして最適化活動の目標（１）でございます。推進委員等の最適化活動を行う目標といたしまして月６日、ここに活

動強化月間を設定目標として１０～１２の計３回、（３）新規参入相談会への参加目標としまして１回を設定しております。今後の

スケジュールとして報告を別紙様式１、２についてホームページ等で６月末までに公表いたしましてその後、７月に県に報告する

こととなっております。本日皆さま方のご審議をいただきまして、スケジュールに従い行っていきたいと考えております。よろし

くお願いします。 

 

はい、ありがとうございます。委員の皆さんより何か質問等がございましたらお願いいたします。 

ないようでございましたら終わりたいと思いますがよろしゅうございますか。 

（はいの声） 

特に発言ないようでございますので以上で報告第４号を終わらせていただきます。 

それではその他の方に移りたいと思います。農業相談の状況でございますがありませんでしたので本日の報告はございません。以

上で議案のすべてを終わりますが、委員の皆さんより何かご意見、提案等ございましたらお願いをいたします。 

ないようでございましたら事務局の方から今後の日程等についてお願いします。 

 

事務局から今後の日程についてになります。来月７月の日程になりますが、総会は７月１５日金曜日、午後２時から美祢市民会館

２階大会議室でおこないます。農業相談日は７月１２日火曜日美祢地区馬屋原委員、美東地区倉増委員、秋芳地区安冨委員よろし

くお願いします。それから現地調査は７月７日木曜日９時から行います。当番委員は萬代委員、俵委員。集合場所は、農業委員会

事務局に８時５０分集合でお願いします。 

 

それでは終わります。 
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午後３時１５分閉会。 

 

 

議事録は正確なることを認め署名する。 

                               令和４年６月１５日 

議長                    

                                  署名委員                  

署名委員                  
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